
新型コロナウィルス（夜間外出禁止措置の緩和） 

 

令和３年３月３１日 

在パナマ日本国大使館 

 

 スクレ保健大臣は、３０日の記者会見にて、４月５日よりパナマ全土で夜間外

出禁止の開始時間を、現行の午後１０時から１時間繰り下げ、午後１１時から開

始（終了は翌朝午前４時と変更なし）することを発表しました。 

 

以上 


